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●納期限　８月２日 （月）
今月の納税

●納期限　４月 30 日 （水）

納期限内に納めましょう
固定資産税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

介護保険料の仮徴収額
通知書を発送します

お知
らせ
お知
らせ

　４月 11 日㈮に、65 歳以上の人
（第１号被保険者）へ平成 26 年度
介護保険料の仮徴収額通知書を発送
します。
　今回お届けする通知書の保険料額
は、前年度の保険料段階をもとに算
定したものです。年間保険料額は、
平成 26 年度市県民税の課税情報を
もとに７月に確定し、改めてお知ら
せします。

【問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950

春期「緑の募金」お知
らせ
お知
らせ

　森林は二酸化炭素の吸収源として
地球の温暖化防止に大きな役割を果
たすとともに、多様な生態系を育み
ます。このかけがえのない森林を守
り、育てることは、次世代への私た
ちの責任です。市では街頭募金や地
区市民センターなどに募金箱を設置
して募金活動を行っています。緑の
募金にご協力をお願いします。

【活動期間】
　４月１日㈫～５月 31 日㈯

【問い合わせ】　農林振興課
　☎ 43-2301　ＦＡＸ 43-2313

県政だよりみえの各戸配布
見直しとデータ放送開始

お知
らせ
お知
らせ

　県政だよりの各戸配布を終了しま
す。今後は、データ放送・ホームペー
ジ・回覧などの方法で県の情報をお
届けするほか、公共施設やスーパー、
コンビニなどに配置します。

【問い合わせ】
　三重県戦略企画部広聴広報課
　☎ 059-224-2788
　ＦＡＸ 059-224-2032

　経済的な理由で学用品費や給食費
など、学校でかかる費用にお困りの
人に、学校へ納入した費用の一部を
市が援助します。
　希望する場合は、申請が必要です。
なお、年度ごとに認定しますので、
前年度から引き続き援助を希望する
場合も、必ず申請をしてください。
※生活保護と重複する内容の援助は
　受けることができません。

【対象者】
　市立小・中学校に在籍する児童・
生徒の保護者
※所得制限があります。

【申請先】
　在籍する小・中学校

【支給時期】
　年３回（７月・12 月・３月）に
分けて支給します。

【支給対象と予定額（４月認定の場合）】
※①小学校　②中学校
○学用品費：全学年
　① 11,420 円　② 22,320 円
○通学用品費：１年生以外
　① 2,230 円　② 2,230 円
○新入学児童生徒学用品費：４月認
　定の１年生
　① 20,470 円　② 23,550 円
○校外活動費（宿泊を伴わない）：
　全学年
　① 1,550 円　② 2,240 円
○学校給食費：全学年
　① 35,500 円　② 40,700 円
○通学費：公共交通機関を利用した
　通学に限る。
　①実費額（４ｋｍ以上）
　②実費額（６ｋｍ以上）
○修学旅行費：修学旅行実施学年
　①②実費額
○校外活動費（宿泊を伴う）：校外
　活動実施学年（交通費・見学料に限る。）
　①上限 3,570 円　②上限 6,010 円
○医療費：学校病 (※)の治療に限る。
　①②健康保険加入の場合の３割（自
　己負担）分
※ 学校病とは…トラコーマ・結膜炎・
　白

は く せ ん

癬（水虫）・疥
か い せ ん

癬・膿
の う か し ん

痂疹（と
　びひ）・中耳炎・慢性副鼻腔炎（蓄
　のう症）・アデノイド・う歯（虫歯）・
　寄生虫病

【問い合わせ】　
　各小・中学校
　学校教育課
　☎ 47-1282　ＦＡＸ 47-1290

平成２6年度就学援助制度お知
らせ
お知
らせ

東日本大震災への
義援金受付を延長します

お知
らせ
お知
らせ

　市では、東日本大震災被災地への
義援金を平成 23 年 3 月 14 日から
受け付けています。
　日本赤十字社の義援金受付期間は、
平成 26 年 3 月 31 日までの予定で
したが、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県を対象とした東日本大震災義
援金を平成 27 年 3 月 31 日まで延
長し、受け付けます。
　引き続きご協力をお願いします。ご
協力いただいた義援金は、日本赤十
字社を通じて被災地へお届けします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー・厚生保護課・
各支所

【問い合わせ】　厚生保護課
　☎ 22-9650　ＦＡＸ 22-9661

重度障がい児（者）
タクシー等利用料金・

自動車等燃料費助成

お知
らせ
お知
らせ

　重度の障がいのある人が社会参加
や医療機関への通院などをするため
の交通費を助成します。タクシー券、
自動車燃料券、原動機付自転車燃料
券のいずれかを選択してください。

【対象者】
　次のいずれかに該当する手帳をお
持ちの人
○身体障害者手帳１級・２級
○療育手帳 A1・A2
○精神障害者保健福祉手帳１級

【助成額】
○タクシー券、自動車燃料券
　 年 間 7,200 円（1 カ 月 当 た り
600 円）
○原動機付自転車燃料券
　年間3,600円（1カ月当り300円）
※年度の途中に手帳が新たに交付さ
　れた場合は、交付月以降の分とな
　ります。

【申請方法】
　障がい者手帳・印鑑（自動車燃料
券・原動機付自転車燃料券の場合は
免許証・車検証または車両番号の分
かるもの）を持参の上、障がい福祉
課または各支所住民福祉課で申請し
てください。

【申請先・問い合わせ】 
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
　各支所住民福祉課
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集

市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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法テラス三重・巡回
法律相談会（４・６・８月）

お知
らせ
お知
らせ

　離婚、相続、借金などのトラブル
によりお困りで、収入状況など一定
の要件に当てはまる人を対象に、弁
護士による相談会を開催します。

【と　き】
　４月 16 日、６月 18 日、８月 20 日
　午後１時～４時　※すべて水曜日

【ところ】
　上野ふれあいプラザ　３階相談室Ｃ

【定　員】　６人　※先着順
【申込方法】　電話
※予約時に収入状況などを伺います。

【申込期限】
　それぞれ開催日の前日の午後５時

【申込先・問い合わせ】
　日本司法支援センター三重地方事
務所（法テラス三重）
　☎ 050-3383-5470

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　ＦＡＸ 22-9641

上野歴史民俗資料館の
運営形態の変更と

文化財施設の休館日

お知
らせ
お知
らせ

◆上野歴史民俗資料館について
　４月１日から上野歴史民俗資料館
を直営とし、貸館業務を行います。
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は
その翌日）を休館とし、入館料を無
料とします。
◆旧崇廣堂・旧小田小学校本館・入
　交家住宅・城之越遺跡について
　次の通り休館日とします。

【休館日】　毎週火曜日
※祝日の場合は開館します。
※入館料は、今までどおりです。

【問い合わせ】　文化財課
　☎ 47-1285　ＦＡＸ 47-1290

～ウィークリー伊賀市～
　今月は「伊賀上野NINJAフェス
タ2014」などをお送りします。

医療機関での
窓口負担が変わります

≪ 70 歳～ 74 歳の皆さんへ≫

お知
らせ
お知
らせ

　70 歳から 74 歳の人の医療機関
での窓口負担は、法律上２割です
が、特例措置でこれまで１割負担で
した。
　４月からこの特例措置が見直さ
れ、４月２日以降 70 歳の誕生日を
迎える人から段階的に２割負担にな
ります。

【問い合わせ】
　保険年金課　
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

○平成 26 年４月２日以降に 70
　歳の誕生日を迎える人（昭和 19
　年４月２日以降に生まれた人）
⇒ 70 歳の誕生月の翌月（ただし、
　各月１日が誕生日の場合はその
　月）の診療から、窓口負担が２
　割になります。（例えば、平成
　26 年４月２日～５月１日に 70
　歳の誕生日を迎える人は、５月
　の診療から２割負担。）
※一定の所得がある人は、これま
　でどおり３割負担です。
⇒窓口負担には毎月の負担上限額
　が定められていますが、70 歳
　から２割負担となる人は、69
　歳までと比べて上限額が下がり
　ます。

○平成 26 年４月１日までに 70 歳
　の誕生日を迎えた人
　（昭和 19 年４月１日までに生
　まれた人）
⇒平成 26 年４月以降も医療費の
　窓口負担は１割のまま変わりま
　せん。
　（平成 26 年３月２日～４月１
　日に 70 歳の誕生日を迎えた人
　は、４月からはこれまでの３割
　負担から１割負担になります。）
※一定の所得がある人は、これま
　でどおり３割負担です。
⇒窓口負担の毎月の負担上限額は
　変わりません。

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662

特定不妊治療費助成制度の変更
　4 月 1 日以降に新規に助成を申請する人は、年齢に応じて助成回数が
変更になります。ただし、平成 26 年 3 月 31 日以前に助成を受けてい
る人は、平成 27 年度末まではこれまでの制度が適用されます。詳しくは、
お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】　健康推進課　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

①三重県特定不妊治療費
助成事業

②伊賀市特定不妊治療費
助成事業（①とあわせて申請）

所得制限 前年の夫婦合算所得
730 万円未満

前年の夫婦合算所得
400 万円未満
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〔新規申請者〕
○ 39歳以下：
　通算６回まで。年間制限なし
○ 40歳以上：
　初年度…３回まで
　２年目…２回まで
〔平成 25年度までに

助成を受けている人〕
　初年度…３回まで
　２年目以降…年２回まで
　通算５年 10回まで
　年齢制限なし

〔新規申請者〕
○ 39歳以下：通算６回まで
　年間制限なし
○ 40歳以上：
　初年度：３回まで
　２年目：２回まで
〔平成 25年度までに

助成を受けている人〕
　年１回
　通算５年まで
　年齢制限なし

平
成
28
年
度
～

○ 39歳以下：
　通算６回まで
　年間制限なし
○ 40～ 42歳：
　通算３回まで
　年間制限なし
○ 43歳以上：助成対象外

○ 39歳以下：
　通算６回まで
　年間制限なし
○ 40～ 42歳：
　通算３回まで
　年間制限なし
○ 43歳以上：助成対象外


